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第１予算審査特別委員会（第２日目） 1 

H29.3.17 (金)10：00～ 2 

第 二 委 員 会 室 3 

開  会  ９：５６ 4 

委 員 長 皆さん、おはようございます。 5 

 委員動静報告 6 

委 員 長 ただいまの出席委員数は８名であります。欠席の申し出は田村副委員長であり 7 

ます。 8 

         これより本日の会議を開きます。 9 

 民生費 10 

委 員 長 民生費の説明を求めます。 11 

国嶋部長 （民生費について説明する。） 12 

委 員 長 説明が終わりました。 13 

 これより関連議案第16号、第23号、第27号及び第29号を含めて一括質疑に入り 14 

ます。質疑ございますか。 15 

木  下     79ページ、３款民生費、社会福祉費の老人福祉費の特別養護老人ホーム緑寿園 16 

の利用者負担軽減に要する経費、新規事業で1,434万5,000円組んでおりますけ 17 

れども、具体的にどのような内容か、それと何名で見ているのか、内訳をご答 18 

弁願います。 19 

鈴木係長     金額につきまして、その金額全額が特別養護老人ホーム緑寿園の建てかえに伴 20 

いまして入所者の負担増の軽減を図る、社会福祉事業団に対して交付する特別 21 

養護老人ホーム緑寿園利用者負担軽減事業費補助金となっております。なお、 22 

対象となる人数については131名を見込んでいます。 23 

木  下     もう少し中身を詳しくお聞きします。今のところ古いところでは４人か何人か 24 

の部屋ですよね。それがユニット型で何人か少なくなって、その分の軽減をす 25 

るのか、具体的な内容をお願いいたします。 26 

土橋課長補佐   多床室という複数の人数のお部屋が、ユニット型個室という部屋と、あと引き 27 

続き多床室という部屋と両方合わせまして、60床と個室が140床です。合わせて 28 

200床に変更になってございます。ユニット型の個室に係りましては、居住費と 29 

いう部屋代が増額になります。その増額分に関しまして私たちから、事業団が 30 

利用者に対して負担軽減をする施策のために市から事業団に助成金を出すとい 31 

う事業費になってございます。 32 

木  下     ふえた部分を２分の１ずつ事業団と市で見るという考え方でよろしいですか。 33 

土橋課長補佐   ２分の１ずつ原則的に負担するという方針で、私どもから補助金を出すことに 34 

してございます。あと、多床室の費用ですけれども、国が定めている基準によ 35 

りますと、特別養護老人ホームの多床室の日額の金額が840円となってございま 36 

す。それがユニット型個室になりますと1,970円という金額に増加します。その 37 

部分の負担増が余りにも大きいことから、我々としましても助成したいと考え 38 

たものでございます。 39 

木  下     131人という答弁がありましたけれども、単純に日額の1,970円の人数分の12カ 40 

月分と考えていいのですか。 41 

土橋課長補佐   この補助金を要する方の大前提としましては、介護保険の中で出しております 42 

負担の限度額を軽減するような、いわゆる補足給付と呼ばれる制度の活用を前 43 

提につくっておりまして、例えば生活保護を受給されている方は、もともとそ 44 



- ２ - 

 

ういった費用につきましてはそういった保護費からも給付を受けていたりもし 45 

ますので、単純に人数で引き算していきますと対象となる見込みというのが131 46 

人と見込んでいるのですけれども、200人から生活保護を抜きまして、あとご自 47 

分から多床室ではなくユニット型に入りたいといった方も差し引いて131名とい 48 

うことで、事業団からの推計も伺いながら我々として積算してございます。 49 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 50 

水  口     まず、１点目ですが、82、83ページの保育所費でございます。保育所の運営管 51 

理に要する経費ということで、花月保育所の運営費委託料が前年比相当大きく 52 

伸びております。この主な要因についてお聞きします。 53 

         それから、代表質問の中で、公共施設マネジメント計画に当たって二の坂保育 54 

所の建てかえというようなことがございました。二の坂保育所の建てかえに向 55 

けて保育所費の中に予算措置がされているのかどうかお尋ねいたします。 56 

         それから、84、85ページで児童福祉施設費の中の放課後児童クラブ事業に要す 57 

る経費と放課後子ども教室に要する経費で、それぞれ箇所数は昨年から変わっ 58 

ておりませんが、ここは例年利用者増によっていろいろと対応されている部分 59 

ではないかなと思うのですが、平成29年度で新たに例えば雇用がふえるとか、 60 

何か新たな取り組みがあればお聞きします。 61 

         それから、86、87ページの生活保護費ですが、先ほどの説明の中では平成28年 62 

度の実績に基づいて29年度の予算を組んでいるということでありますが、28年 63 

度の予算との比較ですと、生活扶助の月平均で30人ほどの減、住宅扶助で世帯 64 

数も15世帯ほどの減ということで減という形の中で当初は見ておりますが、生 65 

活保護の最近の傾向としては、予算を組む上で減少傾向にあるという見方での 66 

組み方なのか、それともその年その年で見方が変わっていくのか、予算の組み 67 

方の考えについてお尋ねをしたいと思います。 68 

小山係長     保育所に要する経費の花月保育所の増額の主な要因でございますが、公定価格 69 

の増と利用者の増を見込みまして増額しております。 70 

柳 課 長     二の坂保育所の建てかえについてですけれども、予算措置はこの中ではしてお 71 

りません。市長の答弁で申し上げたとおり、整備計画の策定ということで来年 72 

度取り組んでいこうと思っていますので、特に予算措置はしておりません。 73 

池田係長     生活保護の推計、傾向の件ですが、その年その年で傾向を推計しております。 74 

ただ、若干微減傾向ということで、それを踏まえて推計をしております。 75 

関山主査     学童クラブ、子ども教室の利用者増の対応ということですが、学童クラブにつ 76 

きましては今年度、昨年よりは利用者登録数が少し減っている状況にあります 77 

が、それでもまだ定員を大きく上回っているのが現状です。そこで、職員の勤 78 

務時間数をふやして対応しております。 79 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 80 

三  上     79ページ、先ほど木下委員からありました特別養護老人ホームの負担の部分で 81 

すが、131名いらっしゃるということで、これは事業団の推計でしょうけれども、 82 

５年間でゼロになると予測されているのでしょうか。 83 

         それから、福祉除雪がふえているということですけれども、今市営住宅の建て 84 

かえが進んでおりますので、その関係で若干減るかなと予想していたのですが、 85 

どういうことか伺います。 86 

         それから、81ページです。児童扶養手当の関係ですが、対象者数をお願いしま 87 

す。延べ件数については書いてありますので、対象者数です。 88 
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         それから、同じページ、ひとり親家庭等医療の対象者数です。 89 

         それから、83ページ、母子家庭自立支援給付金の部分ですが、就業支援の内容 90 

を教えていただきたいと思います。 91 

         それから、同じページの子ども・子育て会議というのが年数回開催されており 92 

ますけれども、これは子育てとかそういうことに関する会議を市民あるいは有 93 

識者の方が入って検討される会議だと思います。平成29年度の開催数と、どの 94 

ような目的で行うのか伺います。 95 

         それから、これは以前本会議でも質問しましたが、87ページ、生活困窮者の自 96 

立支援の関係です。今滝川は、２つの義務づけがされている事業をやっている 97 

のみです。それで、業務委託で月形町のＮＰＯにお願いしているということで 98 

すけれども、滝川にはそのようなところがないのかどうか伺います。 99 

         それから、就労自立給付金支給事業となっております。11万2,000円と少ないの 100 

ですが、どれだけの件数、どれだけの方の相談を予測しているのか伺います。 101 

         最後に、全般にわたることですが、ひとり親家庭の関係ですけれども、さまざ 102 

まな支援策があります。それを一覧にした応援パンフレットというものをつく 103 

ることに対するご意見、見解を伺いたいと思います。 104 

土橋課長補佐   特別養護老人ホーム緑寿園に対します補助金ですが、131名中５年間で何名程度 105 

という見込みにつきましては、ゼロということではないと聞いております。概 106 

算でいきますと、５年目が終わりまして10名程度残るのではと伺っているとこ 107 

ろです。それは、ご希望された順番に多床室に速やかにお移りいただくといっ 108 

た対応の中では、５年間含めて助成が必要な方が全くいらっしゃらない環境が 109 

実現できるという見込みで伺っております。また、もし万が一そういった状況 110 

がつくれなかった場合には、事業団が単独で利用者の方に助成を継続するとい 111 

うお話も伺っているところです。 112 

庄野係長     まず、児童扶養手当の受給者数でありますが、平成29年度は実人数で484人を見 113 

込んでおります。 114 

         続きまして、母子家庭自立支援給付金の就業支援の内容でありますけれども、 115 

ひとり親家庭のお母さんの状況にもよりますが、講座を受講していただいて資 116 

格を取っていただいたり、あと学校に入学いただいて資格を取っていただいた 117 

りというような感じで就業を進めております。 118 

         次に、パンフレットに関してですが、子育て応援課としましては、児童扶養手 119 

当を申請されるときにひとり親家庭の手引きというものを現在お渡ししまして、 120 

いろんなサービスについて周知しております。 121 

 次に、81ページのひとり親家庭に要する経費の対象者数ですが、今までの実績 122 

から1,400人程度を見込んでいるところでございます。 123 

鈴木係長     福祉除雪の増額の一番の大きな理由といたしまして、福祉除雪の作業に当たり 124 

ます人件費相当、その単価の上昇部分を大幅に見込んだ形での積算となってお 125 

ります。従前ですと現年度の北海道労務費単価をもとにして積算してございま 126 

すが、来年度につきましては上昇する部分を見越した形で計算いたしまして、 127 

そして計上しているという経過がございます。それにプラスいたしまして、除 128 

雪に係ります諸経費、例えば除雪の用具、機具の更新ですとか、実際作業に当 129 

たります作業員の保険料、そういう部分の増額を見越した形で増額とさせてい 130 

ただいております。 131 

         そして、市営住宅の建てかえに伴います人員の増については、建てかえに移ら 132 
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れた方が除雪を申請するケースは確かに減ってはございます。ただ、その一方 133 

で、一戸建てですとか従前の古い住宅にお住まいで、だんだん高齢化してきて 134 

ＡＤＬの低下ですとか、自分で除雪ができないような方も若干ふえつつある状 135 

況でございますので、平成29年度の予算の積算の中では、世帯数が大幅に変わ 136 

るような計算はしてはございません。 137 

柳 課 長     これは平成27年度から変わった子ども・子育て支援新制度に伴いまして設立さ 138 

れた会議でございまして、26年度は子ども・子育て支援事業計画を作成するた 139 

めにということで会議は進めてまいりました。27年度からは計画ができたとい 140 

うことで、計画の実施状況の報告をし、それについてご意見をいただいて進め 141 

ております。29年度につきましては、今、国からちょうど中間年に当たるとい 142 

うことで、教育、保育の量や今後の量の確保策についての確認等、それを進め 143 

てくださいという連絡がありまして、それに加えてそういった取り組みを29年 144 

度は行っていこうと思っております。会議回数は２回を予定しております。 145 

池田係長     就労自立給付金の金額が少ないのではないかというご指摘ございましたが、こ 146 

ちらの予算につきましては、平成26年度２件４万9,386円、27年度４件11万2,309 147 

円、28年度はきょう現在でゼロということで、一番多かった27年度の実績に基 148 

づきまして11万2,000円としております。 149 

山本課長補佐   生活困窮者自立支援事業の委託先についてですけれども、平成26年度にモデル 150 

事業として岩見沢市と空知総合振興局から受託実施を委託されて行っている事 151 

業所に委託しております。この事業は対象者数の把握が困難で、生活保護とは 152 

異なるノウハウと対応体制が求められるため、空知管内の外６市と連携して広 153 

域実施体制の構築を図りたく、これにより経費削減が見込まれる上に事業内容 154 

のレベル確保が図られるということで、ＮＰＯ法人に委託しております。 155 

三  上     先ほどのひとり親関係のパンフレットですが、非常に暗い感じを受けるのです。 156 

私は見たことないのですが、その中には、多分所管がまたがるものもあると思 157 

いますけれども、例えば手当などの経済的支援、それから保育と教育の援助の 158 

関係、それからひとり親の方が働く仕事の関係、住まいの関係、あと法律的な 159 

部分でＤＶの関係だとかというのは網羅されておりますでしょうか。 160 

庄野係長     手当関係は載せておりますけれども、保育のこと、就職、教育に関しては余り 161 

深く載ってはおりません。ＤＶについても載っておりません。 162 

三  上     ぜひそこで完結できるような体制を、女性活躍推進センターも視野に入れなが 163 

ら検討していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 164 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 165 

小  野     まず、75ページ、３款１項１目社会福祉費。民生委員の活動に要する経費につ 166 

いてお伺いするのですが、去年たしか民生委員の数が117名ということで、12 167 

名欠員しているのです。民生委員も今、高齢化でなり手が不足していますけれ 168 

ども、ことしの傾向と欠員があるのかお伺いします。 169 

         それと、障害者自立支援給付に要する経費で前年比7,719万円の増になっていま 170 

すが、介護給付の扶助費、訓練費の扶助費が増額になった要因をお聞きします。 171 

         それと、77ページの３款１項２目、特別障害者手当等に要する経費で福祉手当 172 

については減額になっているのですが、特別障害者手当が301万円増になってい 173 

ますのでこの要因をお聞きします。 174 

         それと、79ページの３款１項３目老人福祉費の中でお聞きしたいのですが、老 175 

人福祉センターの運営管理に要する経費の中で管理代行負担金になっています 176 



- ５ - 

 

けれども、これの内訳、具体的項目とその金額についてお聞きします。それと、 177 

例えば清掃などをほかの業者に委託する場合どのように対応するのかお聞きし 178 

ます。 179 

         もう一つ、老人クラブ連合会運営費補助金というのがあります。シビアな予算 180 

になっていますけれども、前年から3,000円減額されています。老人クラブ連合 181 

会というのは、老人クラブ数も実際に減ということですが、現状をお聞きしま 182 

す。 183 

         それと、81ページ、３款２項１目で乳幼児等医療に要する経費の中で医療扶助 184 

の延べ件数は前年と同じなのに242万円ふえた要因、それをお聞きします。 185 

         それと、85ページ、水口委員も聞きましたけれども、児童館の運営管理に要す 186 

る経費で、児童館２カ所、それから児童センター６カ所、数は前年同数ですが、 187 

管理委託料あるいは清掃業務委託料がふえた要因、その他諸費もふえています 188 

ので確認します。 189 

         もう一つ、放課後児童クラブ事業に要する経費、クラブ数６カ所で同じですが、 190 

これも増額になった要因をお聞きします。 191 

池田係長     民生委員の欠員の関係ですが、昨年12月に３年に１度の一斉改選が行われまし 192 

た。改選後に新たに委嘱した方、その後残念ながら体調不良で退任された方も 193 

おりまして、きょう現在で定数117名に対しまして19名の欠員となっております。 194 

浅山係長     まず、障害者自立支援給付に要する経費の前年から比べて増になった要因につ 195 

きましては、介護給付費扶助の部分は、養護学校新規利用者の生活介護のサー 196 

ビス利用者の増が見込まれてふえております。あと、訓練等給付費扶助につき 197 

ましては、グループホームが整備され、それに伴い利用者の増が見込まれてお 198 

ります。その整備の関係で、特にＡ型の事業所がふえてきておりますので、そ 199 

れを見込んで増となっております。あと、特別障害者手当の増につきましては、 200 

対象になり得る者、例えば施設に入っている方とか、あと入院されている方で 201 

該当が見込まれる方、その方たちが退所あるいは退院したことを見込んで増と 202 

しております。 203 

鈴木係長     中央老人福祉センターの管理代行負担金の内容についてですが、事務職員の賃 204 

金、清掃作業員に関する賃金、その方々に対します共済費、それと消耗品と燃 205 

料費、光熱水費、それとボイラーや貯水槽の清掃にかかわります点検の手数料、 206 

除雪、健康器具に関します保守点検の委託料に係る費用を合算いたしまして、 207 

予算書に記載されている代行負担金になります。なお、代行負担金につきまし 208 

ては、貸し館利用等で係ります歳入分について差し引いた形での金額の算出と 209 

なってございます。 210 

         そして、清掃等管理委託に関するものの中身といたしましては、市老連、滝川 211 

市老人クラブ連合会から清掃、ボイラー管理、電気保安、駐車場除雪の業務を 212 

市老連で再委託という形で契約しておりまして、その状況については市で随時 213 

状況を把握しておりまして、委託を継続している状況でございます。 214 

２点目の老人クラブ連合会に対します補助金がわずかですけれども、減になっ 215 

た部分ですが、まず老人クラブの会員数、前年909人で見ていたところ、平成28 216 

年につきましては900人で見まして、人数が減ったため減となっております。 217 

         そしてもう一点目、こちらが要因として大きいのですが、特別事業、ゆっくり 218 

歩こうですとかパークゴルフ大会、ここに係ります補助対象となる必要経費の 219 

部分が、わずかばかりではあるのですが、昨年実績よりも下がっている関係で、 220 
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その分を鑑みて削減した積算となっております。 221 

橋本課長補佐   乳幼児等医療の件数と金額についてですが、件数は過去の実績に基づいてのお 222 

おむねの件数で、たまたま今回一致したということでございます。また、医療 223 

費扶助の件数と医療費というのはリンクするものではなくて、それぞれで過去 224 

の実績をとったもので、結果として件数は同じになりましたけれども、金額は 225 

若干伸びているという状況でございます。 226 

関山主査     児童館の管理委託料等の増額についてご説明します。中央児童センターにつき 227 

ましては、管理委託料としてシルバーに委託しております。花月地区児童セン 228 

ターについては清掃と管理ということでシルバー人材センターに委託しており 229 

まして、人件費の単価がアップしたことによる増額になります。放課後子ども 230 

教室についてのアップにつきましては、人件費のアップによるものです。 231 

小  野     先ほど民生委員の活動について聞いたのですが、ことしについては現状まだ19 232 

名ということで、民生委員のなり手がいないのはわかりますけれども、ことし 233 

の見込み的には19名よりまだ減らすというか、そういう可能性はあるのか、あ 234 

るいは打開策を打っているのかお聞きします。 235 

         去年、老人クラブの加入者が少ないということで、個別に私の町内会で１つ、 236 

40名規模で申し込みをしたのです。４月１日から活動するのですが、実際に行 237 

っているのは、全体的に高齢者がふえてきて老人クラブに入る人が少ないとい 238 

うか、自分は高齢者ではないという意識がすごく多いのです。特に男の人とい 239 

うのは、一回退職かなんかして家の中に入ってしまうと、自分の立場というか、 240 

自分は老人でないという感覚を持っているのですが、その辺のＰＲや周知はそ 241 

ういう中でしているかどうかお聞きします。 242 

池田係長     委員がおっしゃったとおり、全国的にも現在民生委員のなり手が不足している 243 

ところでございます。現在、町内会長を初め地域の実情に詳しい方々へ聞き取 244 

りをしながら、事務局で個別に訪問させていただきまして、後任を探している 245 

ところでございます。引き続き探していきたいと考えております。 246 

鈴木係長     老人クラブの会員数の減少につきましてはずっと言われている課題かと思われ 247 

ますが、ＰＲ活動については、市老連の実施事業として行っている事業をＰＲ 248 

すべく、例えば園芸の集いについてのポスターの掲示ですとか、送迎方法の見 249 

直しですとか、より事業に関心を持ってもらうようなＰＲに努めている状況で 250 

す。臨時職員で健康相談員を雇っておりますので、その活動については単位老 251 

人クラブの会員の方からも、いろんな健康の相談ですとかそれ以外の相談もい 252 

ろいろと受けられているみたいで、何かと相談できるということで非常に好評 253 

を得ておりますので、相談できる、そういう場があるということを、口コミ的 254 

なものが一番普及するのには効果的だと思われますが、そういう部分をより活 255 

性化して、活用できるような形を考えていきたいと思います。また、市といた 256 

しましても、例えば公式ホームページでの周知についてこれから検討して、よ 257 

り周知に努めていくような形をとっていきたいと思っております。 258 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 259 

渡  邊     79ページの生きがいと健康づくり推進費の中の敬老特別乗車証に要する経費が 260 

前年度より30万円ほど上がっています。対象となる人数、それとこの乗車証を 261 

不要としている人の人数の把握、地域別でそれを把握しているのかどうか、ま 262 

たこの乗車証の対象となる旨の連絡というのは直接本人に文書等で連絡してい 263 

るのかどうかお伺いいたします。 264 
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         それと、83ページの児童母子福祉費、地域子育て力強化事業に要する経費、地 265 

域子育て力強化は地域で何かをする事業に対する支援か、また支援がどういう 266 

ような中身になるのかお伺いします。 267 

         85ページの児童福祉施設費の子育て支援センター事業に要する経費、前ページ 268 

の地域子育て力強化事業と85ページにおける子育て支援センター事業に要する 269 

経費ですけれども、事業の違いというのはどこにあるのか、同じ子育てに対す 270 

る部分の事業の違いについて伺います。 271 

         それと、87ページ、生活保護費、予算の参考資料29ページを見ると、そんなに 272 

対象人員というのは推移していませんけれども、単純に職員の人数から割り出 273 

すと、１人当たり大体71名ぐらい担当を受け持つのかと思います。そこで、今 274 

いろいろテレビ等でも出ていますけれども、間に合っているのかどうかについ 275 

て確認します。 276 

鈴木係長     敬老乗車証に関するご質疑についてお答えしたいと思います。まず、対象人数 277 

ですが、これにつきましては平成27年に実施しましたヒアリング調査に基づき 278 

まして、利用人数を把握させていただいております。その中で、当時の人口か 279 

ら人口伸び率を掛けた数字の人数をもとにして積算してございます。ちなみに 280 

その人数につきましては6,740人。そして、利用想定回数につきましては、人口 281 

伸び率と同様な計算をいたしまして、16万4,703回という形で積算してございま 282 

す。回数がふえた分だけ予算がふえてございます。 283 

         そして、不要としている人数につきましては把握しておりませんが、対象とな 284 

る方々につきましては、はがき等で通知させていただいております。 285 

         そして、地域別で対象となる人数につきましては、先ほどお伝えいたしました 286 

平成27年度に実施のヒアリング調査である程度地区を分けて、全体の人数、ヒ 287 

アリングする対象者、それが均等になるようにヒアリングしておりますので、 288 

そういう点での把握はしておりますが、直前での把握はしておりません。 289 

米澤所長     地域子育て力強化事業と子育て支援事業の違いにつきましてご説明させていた 290 

だきます。地域子育て力強化事業につきましては、中身といたしまして、ファ 291 

ミリーサポート事業、それと乳児家庭全戸訪問事業、養育支援事業の３つの部 292 

分の予算が組み込まれております。この中で乳児家庭全戸訪問事業につきまし 293 

ては、市内で２人目以降のお子様が生まれたご家庭に支援センターの保育士が 294 

訪問いたしまして家庭の養育環境等を把握する事業となっております。養育支 295 

援事業につきましては、この把握された家庭の中で特に支援を必要とする家庭 296 

において保健師が訪問をして支援をするという事業になっております。 297 

         続きまして、子育て支援事業ですけれども、こちらの方は花月保育所内と一の 298 

坂保育所内に子育て支援センターというものを直営で運営しております費用と 299 

なっております。主に子育てされているお母様方が集まることによりまして保 300 

育士の支援を受けたり、相談をしたりというような事業を行っております。 301 

高橋係長     ケースワーカー１人当たりの受け持ち世帯数の関係ですが、国で示されている 302 

指針では１ケースワーカー当たり80名が標準とされております。その数から考 303 

えると、滝川市の約70世帯というのは標準を下回っている状況ですが、昨今の 304 

生活保護状況でいえば世帯の抱えている問題も多様化しておりますし、確かに 305 

困難ではありますが、現状適正に実施されていると考えております。 306 

渡  邊     敬老特別乗車証に関する部分、これはバスのみという理解でいいのか確認しま 307 

す。それで平成27年の調査の流れでいまもそういう数値を算出しているみたい 308 
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ですけれど、東滝川町の現状というのは高齢化になっていって、車もない人が 309 

多い。店もない。そういう中で利用を促進するために必要だと思うので、地域 310 

別で調査したものがあれば教えていただきたいと思います。 311 

鈴木係長     地域別の資料はございません。あるといたしますと、平成27年に実施したとき 312 

の調査の内容として、東滝川地区は何名対象とした、そういうものについては 313 

出すことは可能かと思いますが、最新のものについてはございません。 314 

土橋課長補佐   補足で説明させていただきます。委員がおっしゃられた趣旨につきましては、 315 

平成27年から、現在の地域の状況をよく見きわめながら適切に行ってほしいと 316 

いう意図だと思いますので、それにつきましては３年ごとにきちんと調査をし 317 

ておりまして、29年度におきましてまたそういった地域調査を行う年になりま 318 

す。委員がおっしゃられた趣旨も踏まえながら、適切に調査を進めてまいりた 319 

いと思います。 320 

         ご答弁抜けておりましたが、バスのみが対象でございます。 321 

渡  邊     市内の循環バスと市外の路線バスのこの乗車証をもらって支払うお金というの 322 

は同一かお聞きします。 323 

鈴木係長     市内につきましては、１乗車につき100円に統一してございます。市の事業でご 324 

ざいますので、市外については敬老乗車証の範囲外になります。乗ることは可 325 

能ですけれども、助成対象にはなりません。 326 

委 員 長     暫時休憩します。 327 

休  憩 １０：５０ 328 

再  開 １０：５２ 329 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開します。再答弁お願いします。 330 

鈴木係長     市外に向かうバスであっても、市内でおりるのであれば、その区間は距離に関 331 

係なく100円となります。 332 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 333 

清  水     まず、81ページの軽費老人ホーム管理代行負担金7,200万円減について、６月ま 334 

では軽費で、その後ケアに移行になる分だということはわかるのですけれども、 335 

軽費を廃止することによって滝川市の一般財源の負担がどれだけ減るのか、年 336 

間ベースでお伺いします。滝川市の負担する一般財源というのは軽費１年分と 337 

ケアハウス１年分で、どれぐらい減るのかお伺いします。 338 

         次、83ページですが、滝川市子ども・子育て支援事業計画の35ページ、ここに 339 

仕事と生活の調和を実現する環境づくりということで、家庭内の子育ての負担 340 

感を緩和するために、家庭における役割分担にとどまらず、職場内での役割分 341 

担を含めた職場環境の見直しが求められており、本市においては仕事と子育て 342 

の両立支援のための広報、啓発、情報提供を引き続き図っていきますというこ 343 

とがあって、職場に対するものだと思うのですが、いわゆるワーク・ライフ・ 344 

バランスについての広報、啓発、情報提供というのを平成29年度具体的にどの 345 

ように実施をするのかについてお伺いします。 346 

         75ページ、民生委員活動で区域外の方に委嘱している地域数。次に、市職員の 347 

民生委員数。次に、市職員が民生委員をしている場合、勤務外に活動されてい 348 

ることが結構あるのではないか。勤務内にやられていることもあると思います 349 

けれども、それぞれの職員の方は市のためを思って手を挙げるわけですから、 350 

勤務時間内に職務として民生委員としての活動をすることを認めているのかお 351 

聞きします。 352 
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         次に、社会福祉対策で、市民後見人ということで市民の方が多数資格を取られ 353 

ました。まず、後見人には平成29年度どの程度就任されると把握をしているか。 354 

また、市民後見人になられた方々については定期的に研修会などを市として実 355 

施をしていかなければ水準が当然落ちていく。知識をどんどん補充、再生して 356 

いかないと市民後見人の方々も大変だと思うので、こういったことについて計 357 

画、予算化されているかどうか伺います。 358 

         障害者自立支援給付に要する経費です。訓練等給付について、これは自立訓練、 359 

就労支援、宿泊型訓練、就労移行支援、共同生活援助、グループホーム家賃補 360 

助制度などがその内容となっておりますが、ここでは特に就労支援Ａ型につい 361 

てお伺いをしたいと思います。まず、１点目は、見込みの事業者数。これは、 362 

道内どこでも使えるといえばそれまでの話ですが、利用が見込まれる事業所と 363 

いうのは近隣ということになるので、市内、市外の事業者数でお伺いいたしま 364 

す。２点目として、利用者数、３点目、利用延べ日数を伺います。 365 

         次に、Ａ型事業者に支払われる費用の見込み額の総額、また主な加算として福 366 

祉専門職員配置加算や送迎加算、食事提供加算などについて伺います。 367 

         次に、Ａ型事業者に対する費用の支出の流れについて、どういう流れで支出さ 368 

れるのか、例えば請求がまず来る、それを支払うチェック、レセプト検査など、 369 

どのようなサイクルになるか流れについて伺います。 370 

         次に、Ａ型事業者の事業内容について、滝川市は日常的にどのようにかかわる 371 

のかお伺いします。 372 

         次は、障害者福祉計画の第４期が新年度で終わり、第５期の計画づくりの年度 373 

になるわけですが、スケジュールについて伺います。 374 

         77ページ、身体障害者福祉センター等ですが、公共施設マネジメント計画につ 375 

いて平成29年度に取り組むと代表質問で答弁されましたが、あり方を考える会 376 

など、市民、利用者、有識者での検討を行うのか伺います。 377 

         次に、こども発達支援センターに関して、児童発達支援としての平成29年度利 378 

用者数は80人掛ける200日と見込んでおりますが、状況について伺います。 379 

         次、79ページで、中央老人福祉センター及び議案第23号にかかわってですが、 380 

これは利用者数の減、特に土曜日の減ということでの条例改正ですが、老人福 381 

祉以外での一般的な貸し室としての使用は、代表質問でも、検討された経過は 382 

あるけれども結論が得られず、いわゆる老人福祉限定の活用とされているわけ 383 

です。仮に近隣住民を含め一般的な貸し室として使用を求められた場合、当然 384 

のように条例改正だとかそういったことはもちろん必要になるのですけれども、 385 

今の制度でも貸し室は可能か。また、料金なども現状において一般での貸し室 386 

について可能かどうか。これは営業用とかは意識しないで、地域の町内会が役 387 

員会を開きたいとか、そんなような日常的なことを想定してお伺いします。 388 

         83ページ、保育所費ですが、総支出５億1,900万円余に対し歳入構成について、 389 

これは予算書に書いてはいますが、複雑な内容です。そこでお聞きをしますけ 390 

れども、保育料、国庫補助金、北海道補助金、地方交付税、滝川市の単独費で 391 

お伺いします。 392 

         次、二の坂保育所建てかえの計画づくりをことしは全くしないというニュアン 393 

スで、さらに予算をとっていないということは、とるほどの費用はかからない 394 

ということだと思って聞きますけれども、計画づくりは当然すると思いますの 395 

で、そのスケジュール等について伺います。 396 
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         次、児童福祉費ですが、児童館の運営管理に要する経費2,764万4,000円の財源 397 

内訳をお伺いいたします。同じく放課後児童クラブについても財源内訳を伺い 398 

ます。さらに放課後子ども教室についても財源内訳を伺います。 399 

土橋課長補佐   社会福祉対策の市民後見人に関してお答えします。後見人に就任いただけるの 400 

は13人程度と把握してございまして、計画等も適切に行ってございますが、こ 401 

の事業につきましては介護保険特別会計に計上している予算になりまして、一 402 

般会計には計上してございませんので、この場での詳細なご答弁は差し控えさ 403 

せていただきたいと思います。 404 

         続きまして、中央老人福祉センターに関するご質疑につきましては、結論から 405 

申し上げますと、代表質問の際には、当初から一般の使用については可能だと 406 

いう趣旨でご答弁させていただいたと考えております。なので、必然的に清水 407 

委員がおっしゃられた貸し室は今でも十分可能な状況です。ちなみに料金など 408 

は条例等に定められておりまして、適切に可能な状況となってございます。 409 

万年係長     老人ホーム費、軽費老人ホーム緑寿園の運営管理に要する経費の一般財源とい 410 

うことですけれども、予算書上では昨年の一般財源が5,800万円ほど、ことしの 411 

一般財源が1,400万円ほどということで、4,400万円ほど減になっているという 412 

のはわかるのですけれども、そのほかに特別交付税の関係だと思われますので、 413 

その分を差し引きますと一般財源で1,000万円ほど減になっているということで 414 

ございます。民間にいきますと、全て市の経費がなくなりますので、今後はそ 415 

の経費自体がなくなるものと考えております。 416 

山本課長補佐   まず、障害者福祉計画のスケジュールについてということで、こちらは介護保 417 

険計画と連携して、保健医療福祉推進市民会議を親会として進めていきたいと 418 

思っております。 419 

         次の身体障害者福祉センター等の公共施設マネジメント計画についてですが、 420 

具体的には決まっておりませんが、今後公共施設マネジメント課と連携して検 421 

討を進めていきたいと思っております。 422 

村井所長     児童発達支援の利用者数ということで、こども発達支援センター、平成27年度 423 

で契約児童101名に対して1,803回の通所がありました。このデータをもとに過 424 

去３年間平均して、平成29年度は1,807回という予測をしています。 425 

小山係長     保育所の運営管理に要する経費５億1,599万9,000円と病後児保育に要する経費 426 

339万4,000円の５億1,939万3,000円と、人件費を加えなければ交付税を含めた 427 

内訳をお答えできないので、２億3,413万8,000円を加え、計７億5,353万1,000 428 

円の歳入内訳を申し上げます。保育所利用料と施設給付費及び諸収入、この諸 429 

収入は保育士の給食費や一時保育利用料などですけれども、それが２億7,115 430 

万8,000円、国、道の補助金、交付金が１億5,934万4,000円、普通交付税は２億 431 

6,838万3,000円、一般財源は5,464万6,000円となります。 432 

池田係長     民生委員関係についてお答えいたします。まず、担当区域外の方に委嘱してい 433 

る地域数につきましては５地区ございます。市職員の民生委員数は２名となっ 434 

ております。現在市職員の民生委員は、勤務時間内に民生委員活動は行ってお 435 

りません。行う場合は休暇を取って行っております。 436 

関山主査     児童館の運営管理に要する経費2,764万4,000円の事業費に対しまして、児童館 437 

使用料181万円、その他収入として44万7,000円、一般財源として2,534万1,000 438 

円となっております。放課後児童クラブ事業に要する経費につきましてですが、 439 

1,386万3,000円のところ、子ども・子育て支援交付金71万3,000円、放課後児童 440 
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クラブ事業の利用料収入としまして1,246万6,000円、一般財源としましては68 441 

万4,000円。放課後子ども教室に要する経費532万7,000円、これは学校、家庭、 442 

地域連携による教育支援活動促進事業費補助金が収入としてありまして167万 443 

9,000円、一般財源は364万8,000円となっております。 444 

柳 課 長     まず、子ども・子育て支援事業計画の関係でございます。ワーク・ライフ・バ 445 

ランスに関する取り組みということですが、子ども・子育て支援事業計画自体 446 

が子ども・子育てに関する各所管で取り組まれている事業全体をまとめたもの 447 

でございまして、委員がおっしゃられた部分はくらし支援課で所管しています 448 

男女共同参画で取り組んでいる中身ですので、例年講演会とかいろいろ啓蒙活 449 

動はされていると思うのですが、平成29年度に何をやるかまでは押さえていな 450 

いところでございますので、ご確認いただければと思います。 451 

         それと、２つ目の二の坂保育所の建てかえでございますけれども、市長の議会 452 

答弁でも申し上げたとおり、耐震補強ができないということで、建てかえせざ 453 

るを得ないということで、市政執行方針で方針を掲載させていただいたところ 454 

です。おっしゃられるとおり、予算計上していないということでございますけ 455 

れども、整備計画を早急に立てていきたいと考えております。 456 

         内容についてはこれからですけれども、建設場所とか、実際二の坂は東側にあ 457 

るということで、次建てる場所のバランスとかを考えなければいけないと思っ 458 

ておりますし、それから保育所建てかえに当たっての支援制度につきましては、 459 

保育所等整備交付金というのがございまして、その活用が最も有利かと思って 460 

いるところです。交付対象は市町村ですけれども、ただ設置主体については民 461 

間の事業になっておりまして、社会福祉法人だとか日本赤十字社、公益社団法 462 

人、公益財団法人、学校法人というのが設置主体になれる対象者となっており 463 

ます。そういったことも念頭に置きながら整備計画を立てて、厚生常任委員会 464 

等に報告していきたいと思ってございます。 465 

浅山係長     障害者自立支援給付に要する経費の中の訓練等給付で、就労継続支援Ａ型の事 466 

業所の見込みについてお答えさせていただきます。 467 

         まず、１点目の事業者数につきましては６カ所ございます。内訳としましては、 468 

滝川市内が２カ所、砂川市が２カ所、赤平市が２カ所となっております。 469 

         次に、利用者数ですが、30名を見込んでおります。 470 

         次に、延べ利用日数ですが、１人１カ月31日としまして、土日祝日をマイナス 471 

して23日、ただし実績ベースで１カ月平均１人当たり18日通っているというこ 472 

とで、18日掛ける30人として、トータル540日と見込んでおります。 473 

         次に、継続支援Ａ型事業者に支払われる費用の見込み額、これにつきましては 474 

総額4,010万4,360円、内訳としましては、月額の単価が11万1,401円掛ける30 475 

名掛ける１年分として計上しております。その中で、主たる基本料のほかに福 476 

祉専門職員配置加算、送迎加算、食事提供加算などございますが、この部分に 477 

つきましては６カ所の事業所の中でつけているところとついていないところが 478 

ございまして、計上の中では、積算の方法としてはそれも含めてトータルで１ 479 

カ所どれぐらいの実績があるかということで計上しておりますので、単価ごと 480 

の積算はしておりません。 481 

         次のＡ型事業者に対する費用の支出の流れにつきましては、医療費のレセプト 482 

の流れと同じような形ですが、事業所から国民健康保険団体連合会を通しまし 483 

て、そちらからシステムを通して市に請求が来ます。その中で、請求書の内訳 484 
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をこちらで審査をいたします。過誤が発生した場合は直ちに返戻して、そこの 485 

部分を訂正してもらい、数カ月後にまた再請求という形で請求していただいて 486 

支払っております。 487 

         最後になりますが、就労継続支援の中の事業所の事業内容について、当市で日 488 

常的にどのようにかかわっているかですが、これにつきましては、定期的にか 489 

かわりというよりも、例えば代表のサービス管理者から利用者についてですと 490 

か、事業内容についての相談とか質問、どうしたらよいかという、そういう相 491 

談を受けたときにこちらから出向きまして、日中、利用者の事業、そちらの作 492 

業の風景、状態とかを見させていただいて、その後そちらの職員と、このよう 493 

にしたらよいのではないかという助言を踏まえて、定期的にではなく不定期に 494 

見させていただいております。 495 

清  水     Ａ型事業者についてなぜここまで深く聞いたかというと、新聞報道で不正受給 496 

が相次いで停止に追い込まれた事業所があったということでお聞きしました。 497 

そこで、最後にお答えになった、日常的なことで作業の状態をチェックされる 498 

と。不正受給の一番典型的なものは、障がい者が仕事をして、仕事をもらう受 499 

注先、例えば清掃をするといったら、清掃してもらう会社から報酬をもらいま 500 

すよね。これが例えば１時間当たり200円しかもらえなかったとします。けれど 501 

も、実際には給料を最低賃金で支払うと。こういうやり方はＡ型では禁じられ 502 

ていると思っていますが、最低賃金を保障することで利用者がたくさん来て、 503 

それでＡ型がふえたということもありますが、そういったことを念頭に置いて 504 

随時調査をされているかということを再度お聞きします。 505 

         次に、二の坂保育所については、直営ではなく、民間の保育所を検討されると 506 

いうことと理解をいたしましたが、有利な交付金制度の補助率あるいは起債あ 507 

るいは起債に対する交付税措置などの内容についてお伺いします。 508 

         あと、軽費老人ホームについては、結局軽費の時代よりも、結果として1,000 509 

万円市の一般財源負担が減るということか、それとも最初に言った5,800万円か 510 

ら1,400万円になり、4,400万円少なくなったということか確認いたします。 511 

国嶋部長     就労支援事業所のＡ型ですが、指定認可、監査については北海道になります。 512 

先ほど係長からご説明しましたのは、ふだん市がかかわるときのパターンとし 513 

てお話はいたしましたけれども、その事業内容、不正受給の適正な発見もしく 514 

は執行状況を確認するために市が事業所と日常的にかかわるということはござ 515 

いません。 516 

柳 課 長     二の坂保育所の保育所等整備交付金についてですけれども、補助率については 517 

国２分の１、あと民間がやるとなれば市と事業者で残り半分ずつということに 518 

なります。保育所等整備交付金の場合、標準額というのが定められておりまし 519 

て、入所者の数によって国の交付基準額が決まっています。参考までにそれを 520 

使うと、二の坂は90人規模なので、90人の場合は、現行の制度の基準額として 521 

は8,840万円が上限。それにあと特別豪雪地帯の加算というのがありますので、 522 

約１億円弱です。 523 

         それと、起債につきましては社会福祉事業債が利用可能で、充当率は80パーセ 524 

ント、交付税によるバックは、制度的にないということでございます。 525 

万年係長     軽費老人ホームの一般財源のお話ですけれども、基本的に予算書に書いてある 526 

とおりなので、一般財源として4,400万円ということになります。特別交付税の 527 

お話をさせてもらったのですけれども、特別交付税は、過去に入ったものがあ 528 
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った、これからも入るであろうということであれば、差し引きで1,000万円ほど 529 

ということになります。特別交付税は補助金ではありませんので、確定したも 530 

のではありません。入るであろうと考えた場合はそうなりますという答弁とさ 531 

せていただきたいと思います。 532 

清  水     二の坂保育所について確認させていただきたいのですが、約１億円が標準金額 533 

ということになると、恐らく数億円かかりますよね、大体総額のどれぐらいが 534 

補助金の対象になると見込まれているでしょうか。 535 

国嶋部長     総額の対象ということであれば、先ほど説明していますように、基準額が１億 536 

円弱ですので、当然実質支出額、総事業費はそれを超えます。必然的に事業規 537 

模によりましては、残った金額がそれぞれの整備される法人もしくは、あとは 538 

そのときの話し合いにより市の負担というのも考えられると思います。 539 

清  水     私が聞きたかったのは、総事業費がどれぐらいになると見込まれているのかと 540 

いうことです。 541 

国嶋部長     先ほどからご説明していますけれども、それを含めて検討するということです 542 

から、今、勝手に幾らかかるということは適切でないと思いますので、ご理解 543 

いただきたいと思います。 544 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 545 

（なしの声あり） 546 

委 員 長     質疑の留保はなしと確認してよろしいでしょうか。 547 

（異議なしの声あり） 548 

委 員 長     以上で民生費、関連議案第16号、第23号、第27号及び第29号の質疑を終結いた 549 

します。 550 

         午後の部分を繰り上げたいと思いますので、11時40分まで休憩といたします。 551 

休  憩 １１：２４ 552 

再  開 １１：３２ 553 

委 員 長     それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 554 

 衛生費 555 

委 員 長 衛生費の説明を求めます。 556 

国嶋部長 （衛生費の保健福祉部所管の部分について説明する。） 557 

舘 部 長 （衛生費の市民生活部所管の部分について説明する。） 558 

委 員 長 説明が終わりました。 559 

 質疑ございますか。 560 

木  下     まず、91ページ、４款衛生費の保健衛生費、保健衛生総務費、在宅当番医制運 561 

営事業委託料360万円、病院群輪番制運営事業負担金410万2,000円、この２つの 562 

委託料、負担金の大きな違いを伺います。 563 

         次に、93ページ、衛生費の墓地の運営管理、その他諸費の内訳、それと新設の 564 

墓地の予定の数と過去３年間の状況、減少している場合は原因と対策について 565 

お聞きします。 566 

森 課 長     まず在宅当番医制運営事業ですが、こちらについては日曜日、祝日、年末年始 567 

等の昼間及び夜間、外科系の救急医療診療業務を当番制で対応するものでござ 568 

いまして、医師会に委託しているものでございます。それから、病院群輪番制 569 

運営事業負担金ですが、休日、夜間の手術、入院を要する重症患者に対応する 570 

ための二次救急医療体制である広域救急医療対策事業の参加負担金でございま 571 

す。ちなみに参加病院は、滝川市立病院、砂川市立病院、滝川脳神経外科、赤 572 



- １４ - 

 

平市立病院、市立芦別病院です。 573 

大橋係長     墓地の管理運営に要する経費のその他諸費の主な内訳につきましては、清掃委 574 

託、管理除草委託などの委託料として182万1,000円、除草剤、杭などの消耗品 575 

費が42万7,000円、光熱水費16万2,000円、滝の川墓地浄化槽点検やし尿処理な 576 

どの手数料11万8,000円、傾斜墓地助成金として10万円などとなっております。 577 

         ２点目ですが、新設される墓地は平成29年度に30件程度見込んでおります。過 578 

去３年の墓地建立の推移ですが、平成26年度26件、平成27年度20件、平成28年 579 

度22件と近年は横ばい傾向でございます。多少減少しているのですけれども、 580 

その原因等は特に把握しておりません。減少した場合の対策としては特に検討 581 

しておりませんが、市民からの墓地の使用要望があるにもかかわらず区画を用 582 

意できないといったことがないよう今後の墓地造成を考えていきます。 583 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 584 

井  上     墓地の運営管理の関係ですけれども、滝川市はいずれにしても墓地の環境が整 585 

備されて、すばらしい状況になっていると思います。実は市民から質問があっ 586 

たのですが、墓地の関係の公立墓地、公立共同墓地だとかそういうことが話題 587 

になっていて、今の時代ですので、多様な考え方があって、墓地の維持管理が 588 

難しい人も相当出ているというようなことでそういう質問があったわけです。 589 

そんな話があったときに、深川市ですか、公立墓地を建てるというようなこと 590 

が新聞に出ていたのだけれども、要望や考えは滝川市としてあるのか、実態は 591 

どうなのかお聞きします。 592 

大橋係長     合同墓の要望につきましては、市民から年に二、三件ある状況です。なお、合 593 

同墓につきましては、滝川市近隣の寺院などで建立されている納骨堂や合同墓 594 

に納骨されている事例もあることから、現段階で建立については検討しており 595 

ません。しかしながら、少子高齢化や核家族などによりお墓の承継や維持管理 596 

が困難なため、必要性は増していくものと考えておりますことから、他市の取 597 

り組み状況など情報収集に努めてまいりたいと考えております。 598 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 599 

三  上     95ページのじん芥の処理の関係ですが、新年度より組合が正式に立ち上がると 600 

いうことで、若干委託料については下がるのかなと思っておりましたけれども、 601 

人件費の関係でアップしたということです。見通しとして今後はこの経費につ 602 

いては下がっていくのかなと思っておりますけれども、その辺の見解と、組合 603 

に完全委託するに当たって、市としての条件や要望はどのようになっているの 604 

か伺いたいと思います。 605 

         次に、し尿処理の関係です。今利用されている一般世帯は何世帯かということ 606 

と、完全水洗化に向けてはどのような見通しを持っているのか伺います。 607 

横山課長     じん芥の関係の委託料につきましては、先ほど部長からも説明させていただき 608 

ました人件費ですとか燃料費等を勘案いたしまして、若干増となってございま 609 

す。今回の委託につきましては、組合方式という形での発注を現在考えており 610 

まして、そうなりますと、今後経路の見直しですとか、組合側からのさまざま 611 

な改善の提案が出てくるということをメリットの一つとして考えてございます。 612 

そういったものが出てきて、我々と話し合いを続けて、こういう形にしていこ 613 

うというものをぜひ見出して、今後委託料が下がっていくような形で考えてい 614 

きたいと考えてございます。 615 

         それから、組合に対する条件、要望につきましては、通常の１社に出す部分と、 616 
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今まで３社に出してございましたけれども、仕様書としては基本的に変更ござ 617 

いません。ただ、組合と話し合いをしていくような場を設けて、これからの改 618 

善につなげていきたいと考えてございます。 619 

大橋係長     し尿の世帯数に関しましては、平成27年度末現在でございますが、1,783世帯と 620 

なっております。今後し尿処理から下水道に移行されるのはどうなのかという 621 

ようなご質疑ありましたけれども、下水道工事も年に何件か行われているよう 622 

な状況ですので、徐々に進んでいくということは言えると思いますけれども、 623 

今後完全に下水道になるかどうかということにつきましては、この場では何と 624 

もお答えすることはできないかと思っております。 625 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 626 

小  野     まず、91ページの４款１項１目です。休日夜間初期救急維持確保事業について、 627 

これについては休日夜間急病センターの意味だと思うのですが、医師報酬が61 628 

万5,000円ふえているのですが、今、福祉センターから市立病院に移った段階で 629 

患者数の推移はふえているのか、その利用形態と、今いる先生が何人か確認し 630 

ます。 631 

         医師について苦情なんかは入っていないかどうかもお聞きしたいと思います。 632 

         それと、95ページに移るのですが、４款２項１目じん芥処理費の中のごみ減量 633 

化推進事業ということで37万3,000円減っているのです。資源回収の委託料、そ 634 

れと奨励金の両方で落としているのですが、資源回収ということは町内会でや 635 

っているのですけれども、町内会の団体の数と、それから資源回収は単独で回 636 

っていますけれども、うちの町内でもいろんなことをやっているのですが、ど 637 

うしてこの金額が減額されたのか。全体的な単価が下がったのか、単価の推移 638 

も一緒にお聞きします。 639 

委 員 長     それでは、答弁は午後からとして、昼食休憩といたします。再開は13時です。 640 

休  憩 １１：５４ 641 

再  開 １２：５９ 642 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開いたします。 643 

         午前の小野委員の質疑に対する答弁を求めます。 644 

森 主 査     急病センターの機能が市立病院に移行した上での受診者数ですが、機能移転後 645 

は患者数がふえております。平成25年が休日夜間急病センター1,270名、平成26 646 

年４月から９月が急病センターで400名、市立病院に10月から移行しまして、10 647 

月から３月で1,725名となっておりまして、合計で平成26年は2,125名となって 648 

おります。平成27年は市立病院2,564名ということで推移しております。 649 

         もう一点、市立病院のドクターの報酬額がふえた理由ですが、こちらは、年末 650 

年始の休日が変更となりまして、２日ふえた分の医師報酬となっております。 651 

森 課 長     ３点目の医者の接遇の関係でございます。所管の休日夜間のこの事業について 652 

は、北大からの医師派遣と、それから月に１度市立病院の先生にお願いして行 653 

っておりまして、我々には大きなトラブルの報告はありません。実際の救急外 654 

来については、当該事業の医師、それから市立病院の当直医師、それから市立 655 

病院のオンコールの医師などが混在するような状況が想定されますので、もし 656 

不快な点がございましたら市立病院にご連絡くださいとのことですので、よろ 657 

しくお願いいたします。 658 

大橋係長     集団資源回収に要する経費減の理由についてお答えいたします。予算減の理由 659 

といたしましては、資源物の回収量が年々減少になったことに伴う実績減によ 660 
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るもので、単価につきましては、これまでどおりの１キログラム当たり２円と 661 

変更はありません。 662 

         減少した原因ですが、参加団体につきましては、きょう現在168団体、うち町内 663 

会は135団体となっておりますが、参加団体につきましては、平成23年度前期、 664 

後期合わせて315団体から、平成27年度は前期、後期合わせて300団体と減少傾 665 

向にあります。また、全体の収集量に関しては、平成23年度約1,831トンから平 666 

成27年度約1,678トンと約153トン減少しており、参加町内会等の中での参加人 667 

数の減少などが原因と考えられます。このことから予算は実績による減となり 668 

ますが、集団資源回収での回収量は資源回収の約半分以上を占めておりまして、 669 

リサイクル率の向上による循環型社会の推進という観点からも重要な取り組み 670 

と考えておりますので、引き続きご協力いただきたいと考えております。 671 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 672 

清  水     91ページ、保健衛生費のがん検診事業、５つのがんに対する補助事業ですが、 673 

まず市の事業の対象者は国保、後期高齢者医療保険の被保険者に限られていま 674 

す。受診率が社会保険等の被保険者を対象にしたがん検診よりも低いのか確認 675 

いたします。それと、受診率を高めるための方策について伺います。 676 

         次に、感染症ですが、高齢者以外のインフルエンザは任意接種となっておりま 677 

す。つまり、補助金もない、保険対象にもならないので高いわけです。そこで 678 

特に子供のインフルエンザが定期接種にならない理由をどのように把握してい 679 

るか。２点目は、市独自助成は検討してきているとは思うのですが、所管とし 680 

て予算要望したかどうかについて伺います。 681 

         次に、91ページ、保健センターの管理についてお伺いいたします。この施設は、 682 

集団健診、集団検査、各種相談、食育などのいろんな指導等で大勢の親子、市 683 

民が来るわけですが、過ごしやすい空間、環境を維持しなければならないとこ 684 

ろです。例えば、暑過ぎるとか、すきま風があるとか、あるいは暗いとか、座 685 

るところが少ないとか、そういったことは避けなければならないと思うのです 686 

が、今財政健全化計画の中でそういった設備改善等がされていないようなこと 687 

はないのかお伺いします。 688 

         次に、他会計繰出金、95ページ、他会計繰り出しに要する経費、ここで病院事 689 

業会計に８億5,000万円余を繰り出しておりますが、法定繰り出し基準について 690 

伺います。まず、基準額、その内訳、８億5,670万2,000円の繰り出しに対し基 691 

準財政需要額は幾らとなっているか、そういうことでお伺いいたします。 692 

         次は、95ページ、じん芥処理費です。ごみ収集等委託料２億3,000万円余につい 693 

て、３月中に契約が行われると。まず、契約方法と対象業者とその数、入札と 694 

かの数を伺います。２点目は、見積もり合わせと聞いておりますが、仕様書を 695 

渡し見積もりを受ける事業者の名称と組合組織の場合、その構成事業者の各名 696 

称を伺います。３点目、新年度予算額が５年間続くと仮定すると、掛ける５年 697 

で11億5,600万円程度の巨額契約となります。現在組合は１つしかないわけです 698 

ので、無競争ではないのかということについて。なぜこれまでの事業者による 699 

見積もり合わせ、一般廃棄物を２つの地区、資源を市内１区、つまり３つの見 700 

積もり合わせを行っていたものから、全てまとめて１つの見積もり合わせにす 701 

るのかということを伺います。そして、相手が１社の場合、見積もり合わせと 702 

言えるのか。無競争状態で、妥当な金額をどのように判断するのか伺います。 703 

岡崎主査     病院事業会計繰出金についてのご質疑にお答えいたします。 704 
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         まず、１点目の繰り出し基準額ですが、12億2,125万2,000円です。この内訳で 705 

すが、まず病院の建設改良に要する経費としまして３億699万2,000円、精神病 706 

院の運営に要する経費としまして３億2,233万4,000円、小児医療に要する経費 707 

としまして7,593万5,000円、公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費と 708 

しまして8,325万5,000円、医師確保対策に要する経費としまして１億6,755万 709 

9,000円、そのほかで２億6,517万7,000円となっております。 710 

         基準財政需要額につきましては、４億6,471万3,000円となっております。 711 

白石課長補佐   がん検診の受診率ですが、受診率につきましては、社保との比較はしておりま 712 

せん。保健センターで実施している集団検診と、市が契約している医療機関で 713 

受診している方の平成27年度の受診率は、対象年齢が40から69歳で、胃がんが 714 

9.7パーセント、肺がんが12.3パーセント、大腸がんが18.7パーセント、乳がん 715 

が24.9パーセント、20から60歳の子宮がんにつきましては28.7パーセントとな 716 

っております。決して高い数値とは言えませんが、全道平均とほぼ同程度にな 717 

っております。なお、職場や個人での受診につきましては把握できていないた 718 

めに、この検診の受診率には入っておりません。 719 

         それから、受診率を高める方策についてですが、仕事が理由で受診できない方 720 

へ配慮し、休日の集団検診日を２日から６日間にふやします。また、乳がん検 721 

診は５日実施しているうちの１日を夕方から実施することにしております。さ 722 

らに、健康管理システムを活用しながら、未受診者への個別勧奨、受診後の精 723 

密検査を要する方への受診勧奨等、がんの早期発見早期治療に努めてまいりま 724 

す。 725 

運上係長     子供のインフルエンザが定期接種化にならない理由についてですが、インフル 726 

エンザウイルスの特徴といたしまして、ウイルスの型が頻繁に変異を起こすの 727 

で、流行を予想して毎年ワクチンを製造いたしますが、流行したウイルスと一 728 

致しない場合に予防効果が十分に得られないこと、鼻や喉で感染して増殖する 729 

ために、ワクチン接種して血液中の免疫を高めて抗体をつくっても完全に発症 730 

を防ぐことが難しいと言われている特徴があります。大人の場合は過去に何度 731 

か感染したことがある方が多いものですから、多少の変異に対しても対応でき 732 

るのですけれども、感染した経験がない子供の場合ですと、免疫機能も未熟な 733 

ことからワクチンの効果が不十分と言われておりまして、恐らくそのためにま 734 

だ定期接種化の検討は厚労省の中でされてきていないものと認識しています。 735 

         次に、子供のインフルエンザに対する市の独自助成を検討したかどうかについ 736 

てですけれども、子供が小さく若いご家庭ではワクチン代の経済的負担が大き 737 

いものですから、助成の検討は行っております。助成の範囲を仮に中学生まで 738 

費用助成を拡大した場合は、半額助成としましても、約700万円から1,000万円 739 

ぐらいのインフルエンザワクチンだけで費用がかかるという試算になっており 740 

まして、財源がかなり必要になることから、市の財政状況などを勘案し、引き 741 

続きの課題とさせていただいている経過があります。 742 

森 課 長     保健センターは30年ほど経過する施設で、冷房がない、エレベーターがないと 743 

不便な部分も実はございます。しかし、現状は、日差しを遮るブラインドを活 744 

用したりですとか、個別の暖房があったり、それから多目的トイレもあります 745 

ので、それで対応させていただいております。また、施設も街なかにありまし 746 

て、利便性がよく駐車場も確保できるということで広く利用されておりますの 747 

で、今後も効率よく運用したいと考えております。 748 
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大橋係長     じん芥収集のごみ収集等委託料の契約方法は、見積もり合わせによる随意契約 749 

にしたいとするものです。対象事業者とその数は、滝川クリーン環境協同組合 750 

１社にしたいとするものです。 751 

         続きまして、見積もりを受ける事業者の名称は、先ほどご説明しました滝川ク 752 

リーン環境協同組合です。同組合は、平成24年に中小企業等協同組合法第27条 753 

の２に定める設立の許可に基づき許可された中小企業等協同組合です。この組 754 

合の趣旨としましては、相互扶助により共同して事業を行うことにより、中小 755 

企業の経営合理化及び取引条件の改善を図ることを目的としているものです。 756 

構成事業所は、中央企業株式会社、ソラチ環境株式会社、株式会社ハヤシ環境、 757 

有限会社北海道環境ロードメンテナンス、滝運産業株式会社の５社です。 758 

         続きまして、無競争ではないかということに関するご質疑ですが、本業務は地 759 

方自治法施行令第167条の２第１項第２号の性質または目的が競争入札に適しな 760 

いものに該当するため、随意契約としたいとするものです。これは、廃掃法施 761 

行令第４条第５号で委託料が受託業務を遂行するに足りる額等を定めており、 762 

ごみ収集運搬業務の公共性に鑑み、経済性の確保等よりも業務の継続性や安定 763 

的遂行が重要とされていることから、競争入札に適しないものであります。 764 

         １つの組合との契約に変える理由につきましては４点ございます。１点目、現 765 

在委託している３社は、平成28年度までの５年間業務を適正かつ誠実に遂行し 766 

ており、実績、経験が豊富で、必要な車両の所有台数も十分あり、分別変更の 767 

際にも円滑に対応し、信頼性が非常に高い業者で、この３社全てが組合に加入 768 

していることです。２点目は、廃掃法第７条第１項のごみ収集及び運搬を業と 769 

して行う者は当該区域の市町村長の許可を受けなければならないという定めに 770 

基づき、市が許可している一般廃棄物収集運搬許可を収集物の限定条件なしで 771 

受けているのが現在委託している事業者を含め５社ありますが、その全ての業 772 

者が組合に加入していることです。３点目は、組合に一括発注することにより 773 

組合員の相互連携が可能となり、さらなる業務の効率化や安定化、不測の事態 774 

があった場合も迅速かつ臨機応変に対応することが可能となることが挙げられ 775 

ます。４点目は、廃掃法施行令第４条第１項の委託する基準として、委託業務 776 

を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託をしようとす 777 

る業務の実施に関し相当の経験を有する者であることと定められていますが、 778 

一括発注した場合この条件を満たすのは組合以外になく、滝川市財務規則第143 779 

条の２第１項第１号の契約の性質または目的上２人以上の者から見積もりを徴 780 

することができないものとして、１社随意契約としたいものです。 781 

         １社で見積もり合わせと言えるのかということについては、先ほどご説明した 782 

とおり、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の性質または目的が競争入 783 

札に適しないものに該当すること、滝川市財務規則第143条の２第１項第１号の 784 

契約の性質または目的上２人以上の者から見積もりを徴することができないも 785 

のというものから、１社としたいとするものです。 786 

         妥当な金額かどうかの判断につきましては、市で過去の積算や近年の動向をも 787 

とに設計金額を算定しており、この価格以下であれば妥当と判断します。 788 

清  水     病院事業会計の他会計繰り出しについてですが、繰り出し基準というのは公営 789 

企業法か何かで決まっているということで、要するに12億円の繰り出し基準が 790 

あって、それよりも約４億円低い繰り出ししかしていないと。一方、地方交付 791 

税は４億6,000万円余しか入っていないということで確認していいですか。特に 792 
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繰り出し基準がどこで決まっているかお伺いします。 793 

         じん芥についてですが、私も一通り確認はしているので大体のことはわかりま 794 

したけれども、まず相手が１つということの妥当性について４点述べられまし 795 

たが、その１点目、５社中３社は５年間誠実だと。ただ、５社中１社は、かつ 796 

て廃掃法の違反で５年間の営業停止を受けた業者だと。ここを述べられないの 797 

は説明不足かなという気がするのです。その５年後、その業者が十分な業者さ 798 

んだということについてはご説明不足かなというのが１点目です。 799 

         ３点目の相互連携がとれるからというのは、もちろん１つの中だから相互連携 800 

とれますよね。メリットということでいえばメリットかもしれないけれども、 801 

一方で、４点目、そこで言われた結果、協同組合の利点を生かして、施設設備、 802 

人員、いろんな意味で相互連携をとって安くなるかなと思ったら、先ほどのご 803 

答弁では高くなっているのです。では、組合にすることで相互連携がとれるよ 804 

うになったことによって、どれぐらいのスケールメリットが出ているのか。そ 805 

れに対して、どういう要素が加わったので、例えば人件費が上がったというこ 806 

とは、必要な人数がふえたのか、それとも単価が上がったのか、これについて 807 

伺いたいと思います。燃料費については、前回の５年前と今を比較して今のほ 808 

うが高いということか。それで、１社、１社と言いますけれども、道内35市、 809 

全て無競争、全て１社でやっているのか。競争になじまない、そういうことを 810 

言われたけれども、実際に滝川市も５年前までは競争をしていたわけです。今 811 

までの競争は何だったのか。組合ができたので競争しなくてもいいということ 812 

か。いろいろあるのですけれども、他市の事例をお伺いいたします。 813 

岡崎主査     病院事業会計繰出金の関係ですけれども、根拠法令につきましては、清水委員 814 

のおっしゃるとおり、地方公営企業法第17条の２と３となっております。基準 815 

自体は、総務省から出されている通達に基づくものです。 816 

大橋係長     １社につきましては５年間営業停止を受けていたということでございますが、 817 

営業停止を受ける前は市内の収集運搬を行っていた業者でございまして、その 818 

際には問題なく業務を進めていたということでございます。営業停止を受けて 819 

いた理由は、５年契約の途中で業務を辞退されたということでございまして、 820 

もともとやっていた収集業務に問題があったからではなく、やっていた業務は 821 

適正に行われていたということで、問題はないと認識したものでございます。 822 

横山課長     費用の関係でございます。先ほど申し上げましたメリット３点目に対する部分 823 

でございます。先ほど部長からも答弁しておりますとおり、人件費の部分が増 824 

となっております。単純に単価の部分がふえている部分もございますし、昨今 825 

の公務員の期末手当等の月数がふえているというようなこともありまして、最 826 

終的に若干増となったということでございます。 827 

         それから、燃料費ということでございますけれども、燃料費につきましては、 828 

実は若干５年前に比べると下がっているという状況でございます。そのプラス 829 

とマイナスを掛け合わせたといいますか、きちんと積み上げて積算した結果、 830 

今回提案させていただいている数字になっています。 831 

大橋係長     契約方法の関係でございますが、全国でということになりますと、７割が随意 832 

契約で行われてございます。ほかの３割は入札されているということでござい 833 

ますが、ほとんどが１社のみの入札ということで、競争入札は基本的には行わ 834 

れていないというような現状でございます。 835 

先ほど５年前は競争入札だったのではないかというような話でしたけれども、 836 
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５年前は随意契約で３社と契約しております。 837 

清  水     営業停止になったのは、廃掃法違反、要するに廃掃法に基づく停止だと思って 838 

いたのですが、辞退したからだという答弁でした。廃掃法上の停止ではなかっ 839 

たのか確認をします。 840 

         それと、人件費については、今のご説明だと、必要な人数はふえていないので 841 

す。公務員の賞与等が上がったから単価を上げるという話をお聞きしまして、 842 

私は、労務費単価を上げることについては基本的に賛成の立場です。しかし、 843 

もしそれが行われるとすれば、全て公平にこれが行われなければならない。つ 844 

まり、最低賃金が上がった、このレベルで上げるということがほとんどの契約 845 

の中で、これについてはかなり高い労務単価を設定されているのです。そうい 846 

う点で、人件費の単価は何パーセント上げられたのか、また燃料費でいうと５ 847 

年前と比べて何パーセント下がっているのか、それをお伺いいたします。 848 

         それと、１社、１社ということで、これはなかなか聞いていてもわからないの 849 

ですが、今まで３つの契約があって、それぞれ１社ずつとの随意契約です。つ 850 

まり、競争状態にはなかったのです。３社業者があるのだけれども、その３社 851 

を３つに市が振り分けて、それぞれと見積もり合わせをしていたという、そう 852 

いうことをやっていたので、全国どこも一緒だというのはそういうことだろう 853 

と思うのです。そこで、お聞きしますけれども、今のご答弁では、スケールメ 854 

リットが余り感じられないのです。かつてのように構成５業者のうち１業者が 855 

廃掃法に基づく処分を受けたとき、この契約はどうなるのかを確認したいと思 856 

います。 857 

舘 部 長     スケールメリットについては、まず、直接住民と接する業務のため、経験と実 858 

績が必要だということで先ほど担当からもお話ししたと思います。それから、 859 

地域から排出されるごみの収集形態、収集運搬経路等の熟知、迅速かつ円滑な 860 

収集、委託業者が地域や住民を把握できているか、熟練わざを兼ね備えている 861 

かなどがございます。 862 

         法律がなぜ随意契約を認めているのか、全国的に随意契約が多いのかというと 863 

ころはなかなか難しい問題で、継続性と安定性をとるのか、経済性をとるのか、 864 

さまざま議論があると思います。先ほど清水委員の質疑にありましたとおり、 865 

メリットのうちの１つに、１社が処分を受けたときにどうなるのかというお話 866 

がありまして、それがメリットでございます。組合に委託すると、安全・安心 867 

に、より身近な市民サービスとしてのごみ収集、お互いに円滑に行われること 868 

ができると。組合に発注ですから、組合の中でうまく調整できるということが 869 

ございます。５年前の途中ですけれども、先ほど来から話がある、業者ができ 870 

なくなったというときには、ほかの業者のご協力でスピーディーに対応してい 871 

ただいたこともございますので、それがメリットとお答えしたいと思います。 872 

横山課長     人件費、先ほど申しました人数は変わってございません。人件費という部分で、 873 

今手持ちの資料で計算したのは、基本給の部分ということで比較させていただ 874 

きますと、１パーセント弱、0.91パーセントほど上がっているというところで 875 

ございます。 876 

         それから、燃料費でございますけれども、おおむね２割程度、現在の市の契約 877 

単価と比較しまして２割程度減額となってございます。 878 

大橋係長     先ほど、営業停止になったのではないかということで、それ自体を否定したわ 879 

けではございません。道の産廃に関しての営業停止を受けたということで、市 880 
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が行っている一般廃棄物は営業停止ではないという趣旨でございました。申し 881 

わけございません。 882 

清  水     同じ廃掃法の中の産廃の部分ですよね。この業者が現在適正かどうかの理由を 883 

聞いたら、停止の前はきちんとやっていたからと。これはなかなか通らない理 884 

由だと思います。よかった人が悪いことをやったけど、悪いことをやる前はよ 885 

かったからいい人だと。これは変な理屈ですよね。反省、改善されて、その後 886 

実績ができて、それを評価してということですから、そういう形の答弁をして 887 

いただきたいと思います。 888 

         それと、今部長が言われた点ですけれども、５つの構成企業で組合をやってい 889 

ると。あくまでも契約は組合です。組合の中の１業者が営業停止になるような 890 

違反をした場合、恐らく組合との契約そのものが解除になると思うのです。で 891 

すから、先ほどのそれこそメリットだという答弁はいかがなものかと思います 892 

が、もう一度お伺いしたいと思います。 893 

         今回、組合にということで１つにまとめて発注するという背景には、３社で分 894 

けてきているのです。ここに１社が復活して、そうすると、線引きを全部変え 895 

なければいけないのです。これが大変だということもあるのではないかと言わ 896 

れていますが、１社にまとめることでもしプラスになるということであれば、 897 

先ほどの答弁で、これから提案を受けると言っていましたよね。きょう17日で、 898 

あと10日ぐらいでどういうスケジュールでその提案を受けて、どうやって３月 899 

末までにそういう大きな見直しをするのか私には想定できないのだけれども、 900 

そういうことをするのであれば、堂々とプロポーザル方式にすれば、価格だっ 901 

て安い価格が出されるだろうと思うのです。入札方式自体そのように本当はす 902 

べきではないかということについてお考えを伺います。 903 

横山課長     先ほど係長からも話ありましたが５年前、過去の話でございます。その前はき 904 

ちんとやっていたということも当然１つの要因ですし、５年の期間が過ぎ、北 905 

海道の産業廃棄物の許可も受けております。当然北海道としてもさまざまな審 906 

査を行い、業者の状態を確認した上で許可したと判断しております。その後滝 907 

川市にも一般廃棄物の許可申請がございまして、これについても滝川市として 908 

しっかりと審査をした上で、適切な業者と判断して許可いたしました。ですの 909 

で、現在加入している５社につきましては、滝川市が全て、業の審査と委託は 910 

別ですが、業の審査という部分で、しっかりとした審査をした上の５業者とい 911 

うことでございます。 912 

         それからもう一点、最後の関係ですが、先ほど私の説明が不足しておりました。 913 

ルートの変更等提案してもらうということでございましたけれども、基本的に 914 

４月以降、例えば貸与している車両の問題ですとか、若干今回の委託に間に合 915 

っていないような問題も残っております。これらについて集中的に委託業者、 916 

組合の会員等含めてしっかり回数を重ねて話をしていきたいと。その中で、ル 917 

ートの関係や、実際に動いている中の部分の提案もあれば受けていきますし、 918 

こういうものが将来的にコスト低減につながっていけばいいと考えてございま 919 

すし、今回については現状のルートを運行することをしっかりと行ってもらう 920 

ということで、基本的には積算の部分は現状と同じで人件費等を変更したとい 921 

う内容でございます。 922 

舘 部 長     かなり前からいろいろな情報を集めて勉強しました。まず、全国の市で一番困 923 

るのは、ご質疑のとおり、途中で業者が倒産しただとか、例えば許可の取り消 924 
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しを受けただとか、そういった部分に対応するのに非常に大変だというまちが 925 

たくさんあるのです。その中では、大きく言えばリスク管理の失敗ということ 926 

で、それに基づいて、組合などの団体が受けるということになれば、１社がひ 927 

っくり返っても、先ほど申し上げましたとおり、別の加盟業者に即時に業務が 928 

引き継がれると。市民サービスに迷惑をかけることなく業務遂行ができたとい 929 

う事例があるのです。そういったことから、組合方式がいいなと。それから、 930 

市内の関係の企業が一つになって、いろんな業務遂行に当たって情報共有がで 931 

きて、効率的に運用できると。これは非常にいいことだなと思って、進めてい 932 

きたいと考えました。 933 

清  水     課長の答弁で、車両貸与あるいはルートについてはこれからまだ変わる余地が 934 

あると言いましたが、今までの契約方式と大きく変えたのであれば、まず１年 935 

間でやるべきではないかと。何で変えたときに一気に５年間なのかと。もしル 936 

ートが変わり車両貸与数が変わったら契約金額は変わるのですか。もし変わる 937 

のだったら、まず１年でやっておけば２年度目から落とせるわけです。そうい 938 

うことについてはどのように考えていますか。 939 

横山課長     今回組合方式に移行する、そこに当たってスケールメリットというのを見せて 940 

提案できるというのが当然一番よかったのですけれども、そこまでは間に合い 941 

ませんでした。しかしながら、来年度しっかり協議を重ねて、必要な経費、増 942 

額する部分、減額する部分等々ございましたら、来年の予算に乗せられるよう 943 

な形で説明をしていきたいと思っております。 944 

         それから、なぜ１年にしなかったかということでございます。長期継続契約と 945 

いうことでございますけれども、滝川市では長期継続契約を締結することがで 946 

きる契約を定める条例というのを設けております。また、締結事務取扱要綱と 947 

いうものも設けて、それぞれの指針を示しているわけでございますけれども、 948 

その中でも、じん芥収集業務その他の契約に当たり初期投資を相当に要すると 949 

認められる業務については５年以内と。以内ではございますけれども、基本的 950 

に初期投資が必要なものについてはそういう性質のものだと考えているところ 951 

でございます。 952 

委 員 長     ５年契約でも契約金額は変えられるという答弁ということでいいのですか。 953 

横山課長     そのとおりでございます。当然、例えば消費税改定のときも変更契約いたしま 954 

す。それと同様に、５年契約の途中、例えば２年目からはこの金額にするとい 955 

う変更契約は当然可能と考えてございます。まずはこの金額で現状のご提案を 956 

させていただいたということでございます。 957 

舘 部 長     課長の申し上げたとおりですけれども、契約５年の理由というのがありまして、 958 

例えば一番大切な車両、車両についてはパッカー車ですよね。今、市で４台貸 959 

与しております。その４台を使っていただくのですけれども、そのほかにも、 960 

これまでのことですけれども、それぞれの会社で車両を購入して設備投資して 961 

いるのです。契約５年というのは、パッカー車の関係設備の設備投資、契約１ 962 

年では投資した設備投資額が回収できないとか、ほかの指定管理でも何でもそ 963 

うですけれども、そういった部分があります。 964 

         一番の課題は、市の貸与している４台の車が結構古いのです。老朽化していま 965 

す。これについては、官貸車というのですけれども、官貸車がいいのか、それ 966 

ともそれぞれの会社がお持ちになっているところにその分負担していくのがい 967 

いのか、こういうことについては夏ぐらいまでにお話し合いをしましょうとい 968 
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うことになっています。それが今後少し課題もありますねと課長が言ったこと 969 

でございます。 970 

清  水     今回の仕様書には、口約束ではなく、１年後の契約見直しについて明記される 971 

ということで確認してよろしいでしょうか。 972 

横山課長     明記する考えはございません。 973 

清  水     一般的には５年契約の場合、消費税が変わったとか、あるいは燃料単価だとか、 974 

それは仕様書に書いているでしょう。先ほど課長が説明した、そういったこと 975 

についてはよくわかります。しかし、車両のことだとか、ルートのことだとか、 976 

そういうことを理由にもし５年契約を２年目から変えるのであれば、そういう 977 

仕様書にしなければならないでしょう。書いているから改定できるのです。書 978 

いていないのに改定できるというのはよくわからないです。口約束の関係でそ 979 

ういうことをやっているととらざるを得ないのですけれども、そういう仕様書 980 

で確実に来年改定できると言えるのですか。 981 

横山課長     確実に改定するとは申してございません。まずは話し合いをスタートして、夏 982 

ぐらいまでにその結論を出すということです。そこの結論がどのような形にな 983 

るのか。市民サービスを低下させないでルートの効率化等ができるということ 984 

であれば減額という考えもあるかもしれませんし、例えば先ほど部長からも話 985 

がありました官貸車を市が買うということになると委託料には乗っからないで 986 

すけれども、もしそれを委託料に乗せて、それぞれで準備していただくという 987 

設計に変えるのであれば、その場合は契約変更が出てまいります。当然そうい 988 

った議論の結果が出てきた時点では、厚生常任委員会の皆さんにも説明をして、 989 

予算委員会でも説明してという格好になってくると思っておりますが、必ずし 990 

も来年の４月に契約変更するということではございません。 991 

清  水     今の答弁でまた新しいことが出てきているのです。私は、車両の関係で安くな 992 

ると思ったわけです。今の説明だと、当初は市の車を貸与するが、これをもし 993 

業者が購入したら、当然契約金額は上がりますよね。そういうことが見通され 994 

るのであれば、なぜそんな５年契約、長期契約を結んでしまうのかと。今、指 995 

定管理とかで１年間に限った契約というのは幾らでもやっていますが、それを 996 

仕様書にうたわないということですから、こういう契約というのは今まで滝川 997 

市の契約ではないと思いますけれども、まず、上がる可能性がある状況だとい 998 

うことについて確認をします。 999 

横山課長     もちろん確率の問題として、もし業者に用意していただくとなった場合につき 1000 

ましては、当然委託料の増額という可能性はございます。要は使っていただく 1001 

ということで用意するか、もしくはそれに必要な経費をお出しするかというこ 1002 

とだと思います。現在、委託料としてこのような形で皆さんにご提示している 1003 

金額はありますけれども、言ってみればこれプラス車を使用していただいてい 1004 

るわけですから、その部分の提供もしているわけでございます。金額に換算し 1005 

たら幾らとなるかもしれませんけれども、それにかわって、来年もしかすると 1006 

委託料という形で提供する。お金を提供するか車を提供するかというような問 1007 

題であると考えてございます。 1008 

委 員 長     市の契約上、５年で契約して、単年度で仕様が変わってというような方法は、 1009 

契約として問題あるのですか。それをお答えください。 1010 

舘 部 長     今進めている状況と内容については、何ら平成29年度からスタートすることに 1011 

支障はないのです。先ほどからご議論いただいているのは、将来的にそういう 1012 
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課題が出ることは間違いないので、急に車がだめになったとか緊急対応は別に 1013 

して、車両の老朽化とか、何年も過ぎている車に対しては耐用年数を過ぎてい 1014 

るかもしれませんし、その辺については協議して、市も組合も考えていかなけ 1015 

ればいけませんということをお話ししているのであって、５月に車がだめにな 1016 

るから何で契約に入っていないのだということではないので、その辺誤解のな 1017 

いようにしていただきたいなと思います。 1018 

清  水     現在はパッカー車を貸与していると。しかし、このパッカー車がだめになった 1019 

時点で発注先のパッカー車を使う場合があると。その場合については契約内容 1020 

を変更します、金額を変更します、そういうことを仕様書に書けばいいのです。 1021 

仕様書に書くのかと言ったら書かないと言うから、それだったらあうんの話で 1022 

はないのかということです。 1023 

委 員 長     暫時休憩いたします。 1024 

休  憩 １４：００ 1025 

再  開 １４：０６ 1026 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開いたします。 1027 

         １点の質疑に対する答弁を求めます。 1028 

横山課長     契約の変更の関係といいますか、仕様書への記載というような関係でございま 1029 

した。具体的にこういう場合については変更するというような記載は行わない 1030 

ということで申し上げましたけれども、そもそも契約書に業務内容の変更とい 1031 

う条項がございます。必要がある場合には委託業務の内容を変更することがで 1032 

きるという条項もございます。それから、契約に定めのない事項、それから契 1033 

約について疑義が生じた場合も、双方協議して定めるという格好になってござ 1034 

います。同様に仕様書の部分です。車両の貸し付けですとかそういった仕様書 1035 

の部分にも同様に、相手方、受注者、発注者が協議をして定めるという格好に 1036 

なってございます。そういった条項に基づいてそういった協議をしていくと。 1037 

必要が生じれば契約変更という場合もありますが、新しく官貸車を市で購入す 1038 

るという場合はそういったことはないということになります。 1039 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 1040 

（なしの声あり） 1041 

委 員 長     それでは、質疑がないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいで 1042 

すか。 1043 

（異議なしの声あり） 1044 

委 員 長     以上で衛生費の質疑を終結いたします。 1045 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 1046 

 次回は３月21日火曜日午前10時から会議を開きます。 1047 

 本日はこれにて散会いたします。 1048 

散  会 １４：０８ 1049 


